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【介護医療院 短期入所療養介護・介護予防短期入所療養介護 

サービス重要事項説明書】 

 

○ 利用者             様 

○ 担当介護支援専門員 

 氏名             連絡先 ０７５－７７１－４１９６（内線     ） 

 

○ 当施設の概要 

（１） 施 設 名 称      医療法人新生十全会京都東山老年サナトリウム介護医療院 

代 表 者      赤木 博 

施 設 住 所      京都市山科区日ノ岡夷谷町 11 番地 

電 話 番 号      ０７５－７７１－４１９６ 

介護保険事業所番号    ２６Ｂ４１０００１８ 

定款の目的に定めた    介護医療院を経営し、科学的で且つ適法な医療を普及する 

事業           ことを目的とする。 

   

（２） 当施設の職員体制 

当施設では、常勤換算方法で、看護職員 100 名以上、介護職員 150 名以上、介護支援

専門員６名以上を配置しております。 

その他、管理者：常勤換算方法で１名以上、医師：常勤換算方法で 12.5 名以上（管理者

含む）、管理栄養士：常勤換算方法で１名以上、理学療法士：常勤換算方法で２名以上、

作業療法士：常勤換算方法で 4 名以上、言語聴覚士：常勤換算方法で２名以上、薬剤師：

常勤換算方法で 9 名以上（介護医療院・病院全体）、診療放射線技師・歯科医師・歯科衛

生士・臨床検査技師は実情に応じて適切な人数を配置しております。（2025 年 12 月 1

日現在） 

 

○ サービスの内容 

居  室      療養棟により異なりますが、１～４人部屋となっております。 

 

食  事      当施設が提供するお食事は、医師及び管理栄養士が管理にあたり、個々の

利用者様の栄養状態、健康状態に応じて食事を提供するとともに栄養ケア

に取り組んでいます。 

 

入  浴      週に２回以上は入浴していただきます。又、入浴不可能な場合は清拭を行 

          います。 

 

介  護      着替え、排泄、食事等の介助、オムツ交換、体位交換、シーツ交換、施設 

内の移動の付添等を行ないます。 

 

機能訓練      必要な方には機能訓練を行います。 

健康管理      医師による健康管理及び適切な医療を行います。 
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理容サービス    利用者の希望に応じて、理容サービスを実施しております。（有料） 

 

行政手続代行    行政手続の代行（申請手続代行を含む）を当施設にて受付けます。ご希望

の際は職員にお申し出下さい。但し、手続に係る費用はその都度お支払い

ただきます。 

 

レクリエーション  当施設では、日々のレクリエーション、各療養棟でのお誕生日会等の行事

を行ないます。詳しくは毎月の月間予定表をご覧下さい。 

 

○ 協力医療機関・協力歯科医療機関 

当施設では、利用者の受入等は下記医療機関の対応としています。 

 

名称  医療法人新生十全会 京都東山老年サナトリウム 

住所  京都市山科区日ノ岡夷谷町１１番地 

 

○ 施設の利用に当たっての留意事項 

・ 協力、参加        居宅サービス計画や栄養ケア計画などの作成が速やかに行 

なえるようにご協力お願い致します。また、サービス担当 

者会議などへの参加についてもご協力お願い致します。 

・ 面会           原則として１0：００～20：００の間とさせていただい 

ております。（感染症等の影響により変更する場合があります） 

・ 付き添い         原則としてご家族様等の付き添いをお断りしております。 

                                どうしても付き添いをご希望されます場合は、詰所まで 

お申し出下さい。主治医が付き添いの可否を判断させて 

頂きます。 

・ 外出、外泊        主治医の許可を得て下さい。 

・ 喫煙           敷地内禁煙となっておりますので、ご協力お願い致します。 

・ 金銭、貴重品の管理    極力持ち込まないようにして下さい。万が一盗難事故が 

あっても当施設では責任を負いかねます。                      

・ 所持品の持ち込み     各療養棟師長にご相談下さい。 

 

○ 料金 

（１） 基本料金 

① 施設利用料（１ヶ月当たりの自己負担分） 

要介護度に応じた基準単位数に各種特定診療費を加算した額の本人負担分の支払いをしてい

ただきます（別紙料金表参照）。なお、１ヶ月当たりの自己負担額の上限は当該利用料発生時

の法令の規定する額となります。累積の負担額は 1,000 万円となります。 

② 事業者は上記の金額を、入所時並びに制度が改定される都度、利用者又は代理人に書面をも

って示すこととします。 

（２） その他 

① 居住費 従来型個室 1,７２８円/日  （非課税） 
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        多床室   ４３７円/日  （非課税） 

      （但し、居住費について負担限度額認定を受けている場合には、認定証に記載され 

ている居住費の負担限度額が１日にお支払いいただく居住費の上限となります。） 

 

② 食費  朝食 ３65 円/回 昼食 ５4０円/回 夕食 ５4０円/回  （非課税） 

        濃厚流動食 １,445 円/日 （非課税） 

       （但し、食費について負担限度額認定を受けている場合には、認定証に記載されて 

いる食費の負担限度額が１日にお支払いいただく食費の上限となります。） 

③  理容代 全理髪(ｼｬﾝﾌﾟｰ無)2,800 円/回（非課税） 

         丸刈り(ｼｬﾝﾌﾟｰ無)2,400 円/回（非課税） 

        ひげ剃り 1,300 円/回 顔剃り 1,300 円/回 （非課税） 

④ 洗濯代 100 円/点（上限 10,000 円/月）（非課税） 

⑤ 病衣代 70 円/日 （非課税） 

⑥ 特別室料 3,300 円/日（税込）  G1 療養棟 15７号室 （1 部屋） 

⑦ テレビ利用料 150 円/日（非課税） 

⑧ 死後の処置料 1６,５00 円（税込） 

⑨ 各種文書料（別紙料金表参照）  

⑩ その他、入所生活に必要で本来なら個人が準備すべき物や個人の希望による日常生活に 

  おいて必要な物品については実費徴収となります。 

その他の費用の徴収が必要となった場合は、その都度協議して利用者等に説明をし同意を 

得たものに限り徴収します。 

 

（３） 基本料金の減免措置 

  公費負担医療対象者には基本料金の減免措置があります。詳しくは療養棟事務担当者にお尋ね 

下さい。 

 

○ 事故発生時の対応及び賠償責任 

１ 事業者は、サービスの提供にあたって、事故が発生した場合には、速やかに利用者の家族に連

絡を行うとともに、必要な処置を講じます。 

２ 事業者は、サービスの提供にともなって、事業者の責めに帰すべき事由により、利用者の生

命、身体、財産に損害を及ぼした場合は、利用者に対してその損害を賠償します。ただし、事業

者に故意、過失がない場合はこの限りではありません。体調の変化等、緊急の場合は下記に定め

る緊急連絡先に連絡します。 

 （緊急連絡先） 

  氏  名                         

 

  住  所                         

 

  電話番号                         

 

  続  柄                         



4 

 

 

○ 非常災害対策 

災害時の対応     防災マニュアルを作成し、非常時に備えています。 

防災設備       消防設備は年２回の点検を行ない、山科消防署に届け出ています。 

防災訓練       年２回実施しています。 

防火管理者      池田 真聡 

 

〇 衛生管理等について 

  1 当施設では、従業者の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行っています。 

  2 利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に    

努めるとともに、衛生上必要な措置を講じます。 

3 事業所において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように次に掲げる措置を 

講じ、必要に応じて医療衛生企画課の助言、指導を求めるとともに、常に密接な連携に 

努めます。 

（１）感染症又は食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会を定期

的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ります。 

（２）感染症又は食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備します。 

（３）従業者に対し、感染症又は食中毒の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練

を定期的に実施します。 

 

〇 虐待の防止について 

当施設では、利用者等の人権の擁護・虐待の発生又はその再発を防止するために、次に掲げる 

とおり必要な措置を講じます。 

1 虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について 

従業者に周知徹底を図っています。 

2 虐待の防止のための指針を整備しています。 

3 従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施しています。 

４ 上記に掲げる措置を適切に実施するための担当者を選定しています。 

    虐待防止に関する担当者  看護師長 毛利 優子 

５ サービス提供中に、当該施設従業者又は養護者（利用者の家族等高齢者を現に養護するもの） 

による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報しま 

す。 

 

〇 身体拘束等について      

1 本施設では、原則として利用者に身体拘束等を禁止しています。 

   ただし、利用者又は他人の生命・身体に対して危険がおよぶことが考えられるときは、緊急や 

むを得ない措置として、利用者及びその家族に対して、説明し同意を得た上で、次の留意事項 

に留意し、必要最小限の範囲で行うことがあります。 

① 緊 急 性 直ちに身体拘束を行わなければ、利用者又は他人の生命・身体に危険がおよぶ 

ことが考えられる場合に限ります。   

② 非代替性  身体拘束以外に、利用者又は他人の生命・身体に対して危険が及ぶことを防止 
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することができない場合に限ります。  

③ 一 時 性 利用者又は他人の生命・身体に対して危険が及ぶことがなくなった場合は、 

直ちに身体拘束を解きます。 

２ 身体拘束等を行う場合の手続きについて     

本施設では、「行動制限最小化委員会」を設置しています。当該委員会は、３月に１回以上 

開催し、身体拘束等の実施の有無、経過報告、改善策等を検討・決定し、次の事項に留意して 

います。       

（1） 身体拘束等の実施には、留意事項①②③を踏まえて、実施する時間・期間、改善方法等を 

含め、あらかじめ利用者又はその家族に説明して同意をいただきます。 

（2） 「身体拘束に関する説明書・経過観察記録」に身体拘束にかかる様態及び時間、その際の 

利用者の心身の状況、緊急やむを得ない理由等を記録します。   

（3） 身体拘束の解除（改善方法）、期間の見直し等について、委員会で検討し、その結果等を 

利用者又はその家族に説明して同意をいただき、直ちに身体拘束等を解除します。 

 

○ 業務継続計画の策定等について 

1 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービスの提供を継続的に 

実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（以下「業務継続計 

画」という。）を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとします。 

２ 事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を

定期的に実施するものとします。 

３ 事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行う

ものとします。 

 

○ 再入所時の契約書の取り扱いについて 

治療等のため他の医療機関または当院の医療保険適用病棟へ入院し契約が終了となった場合でも、 

3 ヶ月以内に再入所される際は別紙同意書への署名・捺印にて本契約と同内容で契約を結ぶ事と

します。 

 

○ 相談、要望、苦情等の窓口 

当施設のサービスに関する、苦情、質疑等は、下記窓口までお申し出下さい。（別紙参照） 

 （サービス相談窓口） 

  電話番号       ０７５－７７１―４１９６ 

担当者        看護師長・介護支援専門員 

  受付時間       午前９：００～午後 5：００まで 

＊ その他、看護部長、事務局でも対応させて頂きます。又、施設内に設置している意見箱、

電話、ファックス、E メールでも対応させて頂きます。 

苦情解決責任者    寺内 知樹 （院長） 

第三者委員      新家 忠弘 （陵ケ岡自治連合会会長） 

             黒澤 啓一 （陵ケ岡学区民生児童委員協議会会長） 

  当施設以外の行政機関で苦情相談を受付ける窓口は下記のとおりです。 
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   京都市においてはお住まいの区の区役所・支所保健福祉センター健康長寿推進課、他の市町村

においては介護保険担当窓口 

 

   京都市北区役所保健福祉センター健康長寿推進課        TEL０７５－４３２－１３６4 

                  高齢介護保険担当     FAX０７５－４３２－１５９０ 

   京都市上京区役所保健福祉センター健康長寿推進課       TEL０７５－４４１－５１０６ 

                  高齢介護保険担当     FAX０７５－４４１－０１８０ 

京都市左京区役所保健福祉センター健康長寿推進課       TEL０７５－７０２－１０６９ 

                  高齢介護保険担当       FAX０７５－７０１－１３１６ 

   京都市中京区役所保健福祉センター健康長寿推進課       TEL０７５－８１２－２５６６ 

                               高齢介護保険担当         FAX０７５－８１２－００７２ 

   京都市東山区役所保健福祉センター健康長寿推進課       TEL０７５－５６１－９１８７ 

                  高齢介護保険担当      FAX０７５－５４１－８３３８ 

   京都市山科区役所保健福祉センター健康長寿推進課       TEL０７５－５９２－３２９０ 

                            高齢介護保険担当         FAX０７５－５９２－３１１０ 

京都市下京区役所保健福祉センター健康長寿推進課       TEL０７５－３７１－７２２８ 

                             高齢介護保険担当         FAX０７５－３５１－８７５２ 

   京都市南区役所保健福祉センター健康長寿推進課        TEL０７５－６８１－３２９６ 

                              高齢介護保険担当         FAX０７５－６８１－３３９０ 

   京都市右京区役所保健福祉センター健康長寿推進課       TEL０７５－８６１－１４１６ 

                  高齢介護保険担当     FAX０７５－８６１－１３４０ 

   京都市右京区役所京北出張所保健福祉第一担当       TEL０７５－８５２－１８１５ 

                                                     FAX０７５－８５２－１８００ 

京都市西京区役所保健福祉センター健康長寿推進課       TEL０７５－３８１－７６３８ 

                                  高齢介護保険担当       FAX０７５－３９３－０８６７ 

京都市西京区役所洛西支所保健福祉センター健康長寿推進課 TEL０７５－３３２－９２７４ 

                                高齢介護保険担当      FAX０７５－３３２－８４２０ 

     京都市伏見区役所保健福祉センター健康長寿推進課       TEL０７５－６１１－２２７８ 

                                   高齢介護保険担当      FAX０７５－６１１－１１４０ 

   京都市伏見区役所深草支所保健福祉センター健康長寿推進課 TEL０７５－６４２－３６０３ 

                               高齢介護保険担当       FAX０７５－６４２－３２４０ 

   京都市伏見区役所醍醐支所保健福祉センター健康長寿推進課 TEL０７５－５７１－６４７１ 

                             高齢介護保険担当       FAX０７５－５７３－３７８５ 

   京都府介護保険審査会                  TEL０７５－４１４－４５６７ 

                               FAX０７５－４１４－４５７２ 

京都府国民健康保険団体連合会介護保険課         TEL０７５－３５４－９０９０ 

                 介護管理係 相談担当       FAX０７５－３５４－９０５５ 

   京都市医療安全相談窓口（京都市医療衛生企画課内）    TEL０７５－２２３－３１０１ 
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○ 第三者による評価の実施状況 

  

   １ あり        実施日 

               評価機関の名称 

               結果の表示    １ あり  ２ なし 

 

   ２ なし 

 

事業者 

 

 <事業者名>     医療法人新生十全会京都東山老年サナトリウム介護医療院 

          （２６Ｂ４１０００１８）  

 <住  所>     京都市山科区日ノ岡夷谷町 11 番地 

 <代表者名>     理事長   赤木 博              

 

 私は、重要事項説明書に基づいて短期入所療養介護のサービス内容及び重要事項の説明を受け、

その内容に同意のうえ、本書面を受領しました。 

        年   月   日  

 

           <利用者氏名>                 

 

           <代理人氏名>                （続柄      ） 

 

私は、本契約書及び重要事項説明書により事業者から短期入所療養介護サービスについての重要事項

の説明を受け、事業者が居宅介護支援事業者等に対し私の居宅サービス計画の作成等に必要な情報を

提供することに同意します。また、本契約書及び重要事項説明書により、事業者から短期入所療養介

護サービスに係る介護保険給付外のその他の費用の支払いについて説明を受け、事業者に重要事項説

明書に掲げる費用をお支払いすることに同意します。 

 

利用者                    

 

（利用者代理人               ） （続柄      ） 

 

事業者が居宅支援事業者等に対し、利用者本人の居宅サービス計画の作成等に際して必要である場合

には、利用者家族の個人情報を提供することに同意いたします。 

 

利用者家族              （続柄      ） 

 

（利用者家族              ）（続柄     ） 
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短期入所療養介護サービスの提供開始にあたり、利用者に対して本契約書及び重要事項説明書別紙に

基づいて、重要事項を説明しました。 

 

説明者                    ㊞ 
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【介護医療院 短期入所療養介護・介護予防短期入所療養介護 

サービス契約書】 

 

 

          （以下、「利用者」といいます）と、医療法人新生十全会京都東山老年サナ

トリウム介護医療院（以下、事業者といいます）は、事業者が利用者に対して行う短期入所療養介護・

介護予防短期入所療養介護サービス（以下「短期入所療養介護サービス」といいます）について、次

のとおり契約します。 

 

 

（契約の目的） 

第１条 

  事業者は、利用者に対し、介護保険法令の趣旨にしたがって短期入所療養介護サービスを提供し、

利用者は事業者にそのサービスに対する料金を支払います。 

 

（契約期間） 

第２条 

１ この契約の契約期間は、    年  月  日から利用者の要介護認定の有効期間満了日まで

とします。 

２ 契約満了日の１０日前までに、利用者から事業者に対して、契約終了の申し出がない場合、契約

は更新されるものとします。 

 

（短期入所療養介護サービス計画） 

第３条 

  事業者は、次の各号に定める事項を介護支援専門員に行わせます。 

（１） 利用者について解決すべき課題を把握し、利用者の意向を踏まえた上で、短期入所療養介護

サービスの目標及びその達成時期、サービスの内容、サービスを提供する上での留意点等を

盛り込んだ居宅サービス計画を作成します。 

（２） 作成された短期入所療養介護サービス計画の実施状況を評価し、必要に応じて居宅サービス

計画を変更します。 

（３） 短期入所療養介護サービス計画の作成及び変更に際しては、その内容を利用者またはその代

理人に説明します。 

 

（短期入所療養介護サービスの内容） 

第４条 

１ 事業者は、短期入所療養介護サービス計画、栄養ケア計画に沿って利用者に対し居室、食事、介

護サービス、その他介護保険法令の定める必要な援助を提供します。また、短期入所療養介護サー

ビス計画、栄養ケア計画が作成されるまでの期間も、利用者の希望、状態等に応じて、適切なサー

ビスを提供します。 
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２ 利用者が利用できるサービスの種類は【重要事項説明書】のとおりです。事業者は【重要事項説

明書】に定めた内容について、利用者またはその代理人に説明します。 

３ 事業者はサービス提供にあたり、利用者または他の利用者等の生命又は身体を保護するための緊

急やむを得ない場合を除き、車椅子やベッドに胴や四肢を縛る、上肢を縛る、腰ベルトや Y 字型抑

制帯をつける、車椅子テーブルをつける、向精神薬を過度に使用する等の方法による身体的拘束を

行いません。 

 

（要介護認定の申請に係る援助） 

第５条 

１ 事業者は、利用者が要介護認定の更新申請を円滑に行えるよう利用者を援助します。 

２ 事業者は、利用者が希望する場合は、要介護認定の申請を利用者に代わって行います。 

３ 事業者は、利用者の心身の状態が変化した場合は、要介護状態区分変更認定申請を利用者に代わ

って行います。 

 

（サービスの提供の記録） 

第６条 

１ 事業者は、短期入所療養介護サービスの提供に関する記録を作成することとし、これをこの契約

の終了後５年間保管します。 

２ 利用者またはその代理人は、事前の申し出により、当該利用者に関するサービス実施記録を閲覧

できます。 

 

（料金） 

第７条 

１ 利用者は、サービスの対価として【重要事項説明書】に定める利用単位ごとの料金をもとに計算

された月ごとの合計額を支払います。 

２ 事業者は、当月料金の合計額の請求書に明細を付して、翌月 10 日前後に利用者に通知します。 

３ 支払は原則として、入所契約時に口座振替依頼書で指定した口座から、毎月指定された期日に振

替する方法で行います。利用者は、振替日の直前の銀行営業日までに前項で通知された金額を口座

に入金するものとします。万一何らかの事情で振替が不能であったことが判明した場合利用者は、

すみやかに事業者の指定する方法で支払うものとします。 

４ 事業者は、利用者から料金の支払を受けたときは、利用者に対して領収書を発行します。 

 但し、再発行は致しません。 

 

（契約の終了） 

第 8 条 

１ 利用者は、事業者に対して事前の申し出により、この契約を解約することができます。 

２ 次の事由に該当した場合、事業者は、利用者に対して７日間の予告期間をおいて、文書で通知す

ることにより、この契約を解約することができます。 

（１） 利用者のサービス料金の支払が、正当な理由なく１ヶ月以上遅延し、料金を支払うよう催告

したにもかかわらず１０日以内に支払われない場合。 
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（２） 利用者が、事業者やサービス従業者又は他の利用者に対して、この契約を継続しがたい程の

背信行為を行った場合。 

（３） やむを得ない事情により施設を閉鎖、又は縮小する場合。 

（４） 利用者、その親族、その代理人等の事業者に対する言動が、客観的合理的に考えて、カスタ

マーハラスメントの域に達しており、以て信頼関係が破壊され、事後の信頼関係を構築する

事が困難と明らかに認められる場合。 

３ 利用者が要介護認定の更新で非該当（自立）と認定された場合、この契約は終了します。 

４ 次の事由に該当した場合は、この契約は自動的に終了します。 

（１）利用者が他の介護保険施設に入所、または他の医療機関に入院した場合。 

（2）当院の医療保険適用病棟に転出した場合。 

（３）利用者が死亡した場合。 

５ 第 8 条第 4 項（1）及び（2）に該当し、この契約が自動的に終了となった場合でも 3 ヶ月以内 

 に再入所となる際は、別紙同意書への署名・捺印にて本契約書と同内容で契約を結ぶ事とします。 

 

（退所時の援助） 

第 9 条 

  事業者は、契約が終了し利用者が退所する際には、利用者及び家族の希望、利用者が退所後に置

かれることとなる環境等を勘案し、円滑な退所のために必要な援助を行います。 

 

（秘密保持） 

第 10 条 

１ 事業者及び事業者の使用する者は、サービスを提供する上で知り得た利用者及びその家族に関す

る秘密を、正当な理由無く第三者に洩らしません。この守秘義務は、本契約終了後も同様です。 

２ 事業者の従事者が、従事者でなくなった後においても、その業務上知り得た利用者又はその家族

の秘密を保持すべき旨を、雇用時に取り決めており、他に漏らすことはありません。 

３ 事業者は、利用者から予め文書で同意を得ない限り、居宅介護支援事業者等に対し、利用者の個

人情報を提供しません。 

 

（事故発生時の対応及び賠償責任） 

第 11 条 

１ 事業者は、サービスの提供にあたって、事故が発生した場合には、速やかに利用者の家族に連絡

を行うとともに、必要な処置を講じます。 

２ 事業者は、サービスの提供にともなって、事業者の責めに帰すべき事由により、利用者の生命、

身体、財産に損害を及ぼした場合は、利用者に対してその損害を賠償します。ただし、事業者に故

意、過失がない場合はこの限りではありません。 

 

（緊急時の対応） 

第 12 条 

  事業者は、利用者の健康状態が急変した場合は、予め届けられた連絡先に可能な限り速やかに連

絡するとともに、必要な処置を行います。 
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（苦情・相談対応） 

第 13 条 

  事業者は、利用者からの相談、苦情等に対応する窓口を設置し、施設の設備又はサービスに関す

る利用者の要望、苦情等に対し、迅速に対応します。 

 

 

（本契約に定めない事項） 

第 14 条 

１ 利用者及び事業者は、信義誠実をもってこの契約を履行するものとします。 

２ この契約に定めのない事項については、介護保険法令その他諸法令の定めるところを尊重し、 

 双方が誠意を持って協議のうえ定めます。 

 

（裁判管轄） 

第 15 条 

  この契約に関して、やむを得ず訴訟となる場合は、利用者及び事業者は、事業者の住所地を管轄

する裁判所を第一管轄裁判所とすることを予め合意します。 

 

 

 

    

上記の契約を証するため、本書 2 通を作成し、利用者が署名（押印・契印・割印不要）、事業者

が記名押印（契印・割印不要）の上、1 通ずつ保有するものとします。 

 

   契約締結日           年     月     日 

 

   契約者氏名 

    事業者 

     <事業者名>     医療法人新生十全会京都東山老年サナトリウム介護医療院 

               （２６Ｂ４１０００１８） 

     <住  所>     京都市山科区日ノ岡夷谷町 11 番地 

     <代表者名>     理事長   赤木 博        印 

 

    利用者  

     <住  所> 

     <氏  名>                         

 

    代理人 

     <住  所> 

     <氏  名>                          

<続  柄>  


